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「第３期北杜市子ども・子育て支援事業計画」策定業務委託に係る公募型プロポー

ザル実施要領 

 

１．業務の概要 

 

（１）業務名 

第３期北杜市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 

 

（２）業務の目的 

第２期北杜市子ども・子育て支援事業計画（以下「現行事業計画」という。）が

令和６年度で終了することから、子ども・子育て支援法第６１条に基づき、第３期

北杜市子ども・子育て支援事業計画（以下「第３期事業計画」という。）を策定す

る。なお、現行事業計画は次世代育成行動計画の考えを継承して作成されたも

のであり、第３期事業計画においても、同様とする。 

 

（３）委託内容 

    別紙仕様書による。 

 

（４）業者選定方法 

    公募型プロポーザル方式 

 

（５）契約履行期間 

    契約締結日の翌日から令和７年３月２５日まで｡ 

 

（６）予算額 

    委託料上限額  ７，９５３，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

 

（７）事務担当部署 

    北杜市 こども政策部 子育て政策課 総務企画担当 

    〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１－１ 

    電話 ０５５１－４２－１３３２（直通） 

    FAX  ０５５１－４２－２３３５ 

    Mail kosodate@city.hokuto.yamanashi.jp 

 

２．参加資格 

本業務のプロポーザルに参加できるものは次に掲げるすべての要件を満たす

者であること。 
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（１）北杜市プロポーザル方式の実施に関する事務処理要領（平成２４年北杜市告示

第１号）第４条の要件をすべて満たしている者であること。ただし、本業務の特

殊性などを考慮し、北杜市入札参加者名簿に登録された者以外の者の参加も

認めるものとする。 

 

（２）過去１０年以内に官公庁において子ども・子育て支援事業計画の策定業務又は

次世代育成支援行動計画を策定した実績を有する者。 

 

（３）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規 

定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関 

係を有しているものではないこと。 

 

３．参加申込の方法 

 

（１）提出期限 

   令和６年４月２６日（金）午後５時まで｡ 

 

（２）提出先 

   上記１（７）の問い合わせ先に同じ。 

 

（３）提出方法 

郵送又は持参により提出すること。郵送の場合、提出期間内必着。 

持参の場合、平日の午前８時３０分から午後５時まで受付。 

 

（４）提出書類等 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 令和５・６年度北杜市入札参加資格者名簿（物品・役務提供等）に登載さ

れた者以外が参加申込を行う場合は、次に示す書類を提出すること。また、

下記書類の中で提出できない書類がある場合は、その理由を理由書（任意様

式）に記載し提出すること。 

（ア） チェックシート（指定様式） 

（イ） 競争入札参加資格審査申請書（指定様式） 

（ウ） 委任状（指定様式） 

（エ） 使用印鑑届（指定様式） 

（オ） 印鑑証明書 

（カ） 登記事項証明書（写） 
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（キ） 委任営業所の所在証明書 

（ク） 登録証明書 

（ケ） 営業経歴書（指定様式） 

（コ） 国税に未納がない証明書（写） 

（サ） 都道府県税に未納がない証明書（写） 

（シ） 区市町村税に未納がない証明書（写） 

(ス) 誓約書（指定様式） 

（セ） 役員名簿（指定様式） 

（ソ） 財務諸表 

 

（５）提出部数 

   ・１部 

 

４．質問の受付及び回答 

 

（１）提出方法 

    質問票（様式第２号）によりＦＡＸ又はメールで提出すること。受信されているか

必ず電話確認すること。 

 

（２）問合せ先 

   上記１（７）の問い合わせ先に同じ。 

 

（３）受付期間 

   令和６年４月１日（月）から４月１９日（金）午後５時まで（土日を除く） 

 

（４）質問の内容 

   提案書等の作成にかかる質問に限る。評価及び審査に係る質問は一切受け付

けない。 

 

（５）質問の回答方法等 

    質問に関する回答は、受付の翌日から起算して３日以内（土日を除く）に、北杜

市ホームページにおいて行う。質問書に対する回答は、本要領及び仕様書の追

加又は修正事項とみなす。 

 

５．提案書等の提出書類、提出期限等 

 

（１）提出期限 
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   令和６年４月２６日（金） 午後５時まで 

 

（２）提出先 

   上記１（７）の問い合わせ先に同じ 

 

（３）提出方法 

    提案書等は持参又は郵送により提出すること。なお、理由を問わず提出期間中

に届かなかった提案書等は受け付けない。 

 

（４） 提出書類等 

   提案内容の様式は任意とし、基本Ａ４版（Ａ３版の折込可）、両面印刷とする。委

託者と受託者の役割を明確に整理区分し提案すること。 

① 提案書表紙（様式第３号） 

② 会社概要（任意様式：既存パンフレット等で可） 

③ 業務実績（任意様式） 

     ・直近１０年間の業務実績を記載。子ども・子育て支援事業計画策定業務、

次世代育成行動計画業務それぞれ最大５件まで記載。 

④ 業務の実施体制（任意様式） 

     ・業務の実施体制、分担業務の内容について記載すること。 

⑤ 予定技術者の経歴調書（任意様式） 

     ・主任技術者及び担当技術者の氏名・経歴・実績等について記載すること。 

⑥ 提案書 

     ・仕様書を基にニーズ調査・計画策定業務の手法及びスケジュールについ

て具体的な提案を行うこと。ただし、専門的見地から必要、有益だと思わ

れる事項については、仕様書等に定めたもの以外であっても提案可能と

する。 

   ⑦ 見積書 

     ・本業務の提案見積価格を記載し、内訳書を添付すること。 

   ※①～⑦の順序で製本し、インデックスを付け、会社等の名称を記載してフラ

ットファイル等で提出すること。 

 

（５）提出部数 

   ・正本  １部（代表者印押印のもの） 

   ・副本 １２部（正本の写し） 

 

（６）提案書等の取り扱い 

  提出された提案書等は、提案者に返却しない。 
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（７）説明会について 

    提案書等の作成方法等についての説明会は実施しないものとする。 

 

６．審査、評価及び事業者選定について 

 

（１）審査委員会の設置 

    提案書等の審査、評価及び事業者の選定は、第３期北杜市子ども・子育て支援

事業計画策定業務委託公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」と

いう。）において行うものとする。 

 

（２）書類審査の実施 

    提案者が６者以上あった場合には、表１の審査基準表（事業者の評価）に基づ

きこども政策部で書類審査を行い、上位５者を選定する。 

   書類審査を実施した場合には、書類審査の結果について、提案者に令和６年５

月２日（木）までに通知する。 

※参加者が５者以下の場合について 

書類審査は行わず、提案書に基づくプレゼンテーションを実施する。 

 

(3)プレゼンテーションの実施 

   審査のため、提案書に基づくプレゼンテーションを実施する。 

（１社３０分程度 説明２０分以内・質疑応答１０分程度） 

①  実施日時：令和６年５月９日（木）予定（時間・会場は後日通知する。） 

②  説明人数：主任技術者を含めて３人までとする。 

③  その他：パソコン・プロジェクター等使用する場合は提案者持参、スクリー

ンは北杜市が用意するので、事前に連絡すること。 

 

（４）審査基準 

審査委員会は、表１の審査基準表に基づき審査を行う。 

表１ 審査基準表 

審査項目 審査基準 配点 

１．事業者

の評価 

業務の実施体制 

１．業務実施にあたり組織体制及び人員配置が適正で、業務

を通して柔軟な対応をとることができる体制か。 

２．子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援行動計画

の実績が十分にあり、担当者の本業務に関する経験、実績

が十分か。 

３．会議・意見聴取・パブリックコメント等への支援対応が十分

２０点 
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か。 

２．提案書

の評価 

 

① ニーズ調査について 

１．調査票の設問について、北杜市に適した設問になるような

工夫があるか。 

２．子どもの意見徴収のための提案があるか。 

３．調査の集計・分析の手法が適格か。 

３０点 

② 計画書策定に向けた提案について 

１．子ども・子育て支援法のほか、子育て・保育・教育等関連法

を理解し、北杜市の施策にあった提案となっているか。 

２．実現性のある提案となっているか 

３．的確な量の見込み・目標値の設定を行うための考え方、提 

案となっているか。 

３０点 

③ 業務のスケジュール及び業務遂行方法 

１．提案されたスケジュールに実現性があるか。 

２．調査、作成にあたり行政との役割分担が明確か。 

１０点 

見積金額 点数＝最低見積金額／見積金額×１０ 

※見積金額は税抜きで算定し、少数点以下切り捨て 

１０点 

合計 １００点 

 

    審査委員会の各委員が「審査基準表」により、提案書等の記載事項とプレゼ

ンテーションを総合的に評価し、その採点に基づき順位を集計した上で、最も１

位取得が多い提案者を特定者、次いで１位が多かった者を次点者に選定する。

１位の数が同数の場合は、総評価合計点により選定する。なお提案者が１者の

場合については、審査において、各委員の評価合計点の平均が６０点以上であ

れば、本実施要領を満たすものと判断し、その提案者を特定者として選定す

る。 

 

 

（５）選定結果の通知等 

   審査結果は、提案書に記載された連絡先に文書で通知する。 

   通知予定日  令和６年５月１０日（金） 

 

７．本プロポーザルの実施に係るスケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

実施要領等の公開 令和６年４月１日（月） 

質問受付期限 令和６年４月１日（月）～４月１９日（金） 

午後５時まで 

参加申込書受付期限 令和６年４月１日（月）～４月２６日（金） 

午後５時まで 
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提案書等提出期限 令和６年４月１日（月）～４月２６日（金） 

午後５時まで 

書類審査 令和６年４月３０日（火）～令和６年５月１日（水） 

書類審査結果通知 令和６年５月２日（木） 

プレゼンテーション審査 令和６年５月９日（木） 

審査結果通知 令和６年５月１０日（金） 

契約締結 令和６年５月１０日（金）以降、市が指定した日 

 

８．その他 

 

（１） 提案書の作成、提出、プレゼンテーション等に要する費用の一切は提案者の

負担とする。 

 

（２） 審査結果に関する質問・異議申し立ては受け付けない。 

 

（３） 提案書等の提出にあたっての留意事項 

  ① 提出された提案書は提出期限までは記載された内容の追加、変更等を行う

ことができるものとする。ただし、記載された内容の追加、変更等を行う場合

は、提出された書類をいったん持ち帰り、提出期限までに改めて内容の追加、

変更を行った書類を提出するものとする。 

② 提出期限を過ぎた後は、提案書等の追加、変更等はできないものとする。 

  ③ 提案書等の作成に当たっては、仕様書及び記載事項の内容等を確認のうえ

作成するものとする。 

  ④提出された書類に係る著作権は参加者に帰属する。ただし、受託者に選定さ

れた者が作成した提案書等について、市が必要と認める場合には、受託者に

あらかじめ通知することにより、その一部又は全部を無償で使用（複製、転

記又は転写）することができるものとする。 

 

（４）無効となる提案書等 

    提出された提案書等が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、これを

無効とし、提案者は本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。 

  ① 提出方法、提出先、提出期限等が本要領その他の定めに適合しないもの 

  ② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  ③ 虚偽の内容が記載されているもの 

 

（５）本市からの疑義照会及び追加資料の要求 

   提出期限までに提案書等の提出をした者に対して、本市から提案書等の内容
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についての疑義照会や追加資料の提出を求めることがある。 

 

（６）契約手続き等 

    特定者との契約及び契約書は、北杜市財務規則（平成 16年北杜市規則第 50

号）の定めるところによるものとする。なお、契約締結後において受託者に本提案

における失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合は、契約を解除で

きるものとする。 

 

（７）この要領に定めるもののほか、プロポーザルの実施に関し必要な事項について

は、北杜市プロポーザル方式の実施に関する事務処理要領によるものとする。 
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様式第１号 

第３期北杜市子ども・子育て支援事業計画策定業務参加申込書 

 

 

 

  年  月  日 

 

   北杜市長  上村 英司 様 

 

 

                   所在地 

                   事業者名 

                   代表者氏名            印 

 

 

      当社は「第３期北杜市子ども・子育て支援事業計画策定業務に係るプロポー

ザル実施要領（以下「実施要領」という。）」に基づき、プロポーザルへの参加を申

し込みいたします。 

なお、実施要領２の参加資格要件についてはすべて満たしております。 

 

   

  

 

 

 

（担当者） 

担 当 部 署 ： 

担 当 者 氏 名 ： 

電 話 番 号 :  

F A X : 

M a i l :   
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様式第２号 

 

※送信後、受信されているか必ず電話で確認してください。 

 

質  問  票 

 

業務名 
第３期北杜市子ども・子育て

支援事業計画策定業務 
事業者名 

所 在 地 

事業者名 

代表者名 

担当者名  TEL  

 

質 問 事 項 

 

送信日：   年  月  日 

 

 

担当：北杜市 こども政策部 子育て政策課 総務企画担当 

TEL ０５５１－４２－１３３２ 

FAX ０５５１－４２－２３３５ 

Mail kosodate@city.hokuto.yamanashi.jp 
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様式第３号 

 

提 案 書 

 

 

                            年  月  日 

 

 

 北杜市長 上村 英司 様 

 

 

            （代表者）所 在 地 

                 事業者名 

                 代表者名                             印 

 

 

 

第３期北杜市子ども・子育て支援事業計画策定業務に関する提案書を提出しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 

担 当 部 署 ： 

担 当 者 氏 名 ： 

電 話 番 号 :  

F A X : 

M a i l :  

 


